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募集要項・求人票参考例 

１．募集要項・求人票（例）―学校設置者等の場合 

 

○犯罪事実確認の結果、従事者に特定性犯罪前科があることが確認された場合などは、防止措置として、

従事者の配置転換や業務範囲の限定、内定取消しや試用期間中の解約、普通解雇、懲戒処分など雇用管

理上の措置が必要です。 

 

○採用選考に際しては、雇用管理上の措置の有効性を巡るトラブルを防ぐため、 

①内定通知書（※）等に内定取消事由として、就業規則に試用期間中の解約事由や懲戒事由等として、

それぞれ「重要な経歴の詐称」等を定めて周知しておく 

②採用募集要項の採用条件に、特定性犯罪前科がないこと等を明示する 

③誓約書、履歴書等を通して、特定性犯罪前科の有無等を書面等で明示的に確認する 

ことで、「重要な経歴の詐称」を理由とする雇用管理上の措置の適法性が確保されるような対応を行う

ことが適当です。 

 

○上述の事項に対応した上で、求職者に特定性犯罪前科の有無を事前に確認した結果、本人から特定性犯

罪前科がない旨の申告があったものの、実際には特定性犯罪前科があった場合、内定取消事由や懲戒事

由等としての「重要な経歴の詐称」に該当するものと考えられます。 

 

○なお、こども性暴力防止法の施行後に本ひな型を使用する際は「令和８年 12 月 25 日までに施行予定

の」という文言は外してください。 

別紙１ 
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（記載例） 

記載項目 記載例 

① 業務内容 （雇入れ直後）障害児支援業務  

（変更の範囲）なし 

②契約期間 期間の定めなし 

③試用期間 試用期間あり（○か月） 

④ 就業場所 （雇入れ直後）○○○〇 

（変更の範囲）当法人の施設 

⑤就業時間 7:15～18:30 のうち 7.5 時間（シフト勤務） 

⑥休憩時間 12:00～13:00 

⑦休日 土日、祝日（年末年始を含む） 

⑧時間外労働 あり（月平均○○時間） 

⑨賃金 月給 ○○万円（ただし、試用期間中は月給○○万円） 

⑩加入保険 雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険 

⑪受動喫煙防止措置 屋内禁煙 

⑫募集者の氏名又は名称 株式会社○○○○ 

⑬特記事項 ・本業務へ従事するに当たっては、令和８年 12月 25 日までに施行予定の

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防

止等のための措置に関する法律（令和６年法律第 69 号。以下「こども性

暴力防止法」といいます。）に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認す

るための犯罪事実確認が必要となります。 

・特定性犯罪の前科がある場合（特定性犯罪事実該当者の場合）は、こど

も性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる

必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科が

ないことを求めることとしています。 

・このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特

定性犯罪の前科の有無を確認いたします。 

 

※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は別紙参照条文をご参

照ください。 
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別紙（参照条文） 

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律

（令和６年法律第 69 号）（抄） 

 （定義） 

第二条（略） 

７ この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。 

一 刑法（明治四十年法律第四十五号）第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二

条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条（同項の罪に係る部分に限る。）

の罪 

二 盗犯等の防止及び処分に関する法律（昭和五年法律第九号）第四条の罪（刑法第二百四十一条第

一項の罪を犯す行為に係るものに限る。） 

三 児童福祉法第六十条第一項の罪 

四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律（平成十

一年法律第五十二号）第四条から第八条までの罪 

五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記

録の消去等に関する法律（令和五年法律第六十七号）第二条から第六条までの罪 

六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するもの

として政令で定めるもの 

イ みだりに人の身体の一部に接触する行為 

ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しく

は写真機その他の機器（以下このロにおいて「写真機等」という。）を用いて撮影し、又は当該

下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為 

ハ みだりに卑わいな言動をする行為（イ又はロに掲げるものを除く。） 

ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為 

８ この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者（その刑の全部の執行猶予の言渡しを

受けた者（当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。）

を除く。）であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して

二十年を経過しないもの 

二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判

が確定した日から起算して十年を経過しないもの 

三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は

執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの 

附 則 

（改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係） 

第二条 第二条第七項（第一号に係る部分に限る。）の規定の適用については、次に掲げる罪は、同号

に掲げる罪とみなす。 
一 刑法の一部を改正する法律（平成二十九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」と
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いう。）による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪

又はこれらの罪の未遂罪 
二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律（令和五年法律第六十六号）第一条の規定による改

正前の刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪 
２ 第二条第七項（第二号に係る部分に限る。）の規定の適用については、刑法一部改正法附則第三条

の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪（刑法一部改正法による改正

前の刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。）は、同号に掲げる

罪とみなす。 
（懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係） 

第三条 第二条第八項（第一号及び第二号に係る部分に限る。）及び第三十四条第二項（第一号並びに

第二号ロ及びホに係る部分に限る。）の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律（令和

四年法律第六十七号）第二条の規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役又はその全部の執

行猶予を言い渡す裁判は、拘禁刑又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判とみなす。 

 

※第２条第７項第６号の罪は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止

等のための措置に関する法律施行令（令和７年政令第 440 号）（抄）第２条及び附則第２項に掲げる

条例（各都道府県のいわゆる迷惑防止条例及び青少年健全育成条例）で定める又は定められていた罪

であって、同号イからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものをいう。 
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株式会社  ○○○○ 

代表取締役 ○○○○  殿 

誓約書 

 

１．履歴書、職務経歴書等の応募書類または入社時提出書類の記載事項は、事実と相違ありませ

ん。 

２．貴社の就業規則その他の諸規程および上長の指揮命令を守り、誠実勤勉に服務いたします。 

３．常に貴社従業員としての品位を保ち、対面を汚すようなことはいたしません。 

４．貴社従業員の一員として、業務に関する技能を磨き、他の従業員と協力して社業の発展に努

めます。 

５．違法行為や反社会的行為に関わらないよう、基本的な法律知識、社会常識と正義感を持ち、

常に良識ある行動に努めます。また、反社会的勢力には毅然として対応し、一切関係を持ちま

せん。 

６．貴社の営業秘密、技術等の業務上の事項、発明考案、著作物、意匠等の知的財産に関する事

項（以下「機密事項」という）について、貴社の許可なく、いかなる方法をもってしても、開

示、漏洩もしくは使用しないことを約束いたします。 

７．機密事項については、在職中はもとより、貴社を退職した後においても、開示、漏洩もしく

は使用しないことを約束いたします。 

８．故意または重大な過失により、または上記各事項に違反し、貴社へ損害を与えた場合は、損

害に相当する賠償を行うことを約束いたします。 

９．裏面記載の、令和８年 12 月 25 日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者

による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第 69 号）第２条第

８項に規定する特定性犯罪事実該当者ではありません。 

※ なお、本誓約書署名時に同法第２条第７項第６号が委任する政令が制定されていない場合

であっても、青少年健全育成条例や迷惑防止条例等の条例における同号イからニに定める行

為に対する罰則について、前科がないこと（当該前科に係る特定性犯罪事実該当者に該当し

ないこと）を、本誓約書をもって誓約いたします。 

 

 

以上、貴社に入社するにあたり、誓約いたします。 

 

○○○○年○○月○○日 

 

住  所 

氏  名              印 

別紙２ 
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（参照条文） 

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律

（令和６年法律第 69 号）（抄） 

（定義） 

第二条（略） 

７ この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。 

一 刑法（明治四十年法律第四十五号）第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二

条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条（同項の罪に係る部分に限る。）

の罪 

二 盗犯等の防止及び処分に関する法律（昭和五年法律第九号）第四条の罪（刑法第二百四十一条第

一項の罪を犯す行為に係るものに限る。） 

三 児童福祉法第六十条第一項の罪 

四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律（平成十一

年法律第五十二号）第四条から第八条までの罪 

五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記

録の消去等に関する法律（令和五年法律第六十七号）第二条から第六条までの罪 

六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものと

して政令で定めるもの 

イ みだりに人の身体の一部に接触する行為 

ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは

写真機その他の機器（以下このロにおいて「写真機等」という。）を用いて撮影し、又は当該下

着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為 

ハ みだりに卑わいな言動をする行為（イ又はロに掲げるものを除く。） 

ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為 

８ この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者（その刑の全部の執行猶予の言渡しを受

けた者（当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。）を

除く。）であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十

年を経過しないもの 

二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が

確定した日から起算して十年を経過しないもの 

三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執

行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの 

附 則 

（改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係） 

第二条 第二条第七項（第一号に係る部分に限る。）の規定の適用については、次に掲げる罪は、同号に

掲げる罪とみなす。 

一 刑法の一部を改正する法律（平成二十九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」と

いう。）による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪

又はこれらの罪の未遂罪 

二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律（令和五年法律第六十六号）第一条の規定による改正

前の刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪 

２ 第二条第七項（第二号に係る部分に限る。）の規定の適用については、刑法一部改正法附則第三条の

規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪（刑法一部改正法による改正前の

刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。）は、同号に掲げる罪とみ

なす。 

（懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係） 

第三条 第二条第八項（第一号及び第二号に係る部分に限る。）及び第三十四条第二項（第一号並びに第

二号ロ及びホに係る部分に限る。）の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律（令和四年

法律第六十七号）第二条の規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役又はその全部の執行猶予

を言い渡す裁判は、拘禁刑又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判とみなす。 

 

※第２条第７項第６号の罪は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等

のための措置に関する法律施行令（令和７年政令第 440 号）（抄）第２条及び附則第２項に掲げる条例

（各都道府県のいわゆる迷惑防止条例及び青少年健全育成条例）で定める又は定められていた罪であっ

て、同号イからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものをいう。 
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○○○○年○○月○○日 
○○○○様 

株式会社  ○○○○ 
代表取締役 ○○○○ 

採用内定通知書 
 
拝啓 
 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。貴殿の採用について慎重に検討した結果、

下記の条件にてご入社いただくことを決定いたしましたので、ご通知申し上げます。 
○○○○様の入社される日を心よりお待ち申し上げております。 

敬具 
 

記 
 
１． 所属／職位     ：  
２． 勤務地      ： [雇入れ直後]  
             [変更の範囲]  
３． 業務の内容   ： [雇入れ直後]  

[変更の範囲]  
４． 入社予定日     ： ○○○○年 ○月 ○日 
５． 試用期間      ： 入社日より３ヶ月間 
６． 勤務時間      ： ９：００ ～ １７：３０（休憩１２：００～１３：００） 
７． 休日休暇      ： 週休２日制（土・日）、国民の祝日、年次有給休暇 
             その他休暇：慶弔休暇、夏季休暇、年末年始休暇など 
８． 給与および手当 ： 月額給与  ○○○,○○○ 円 
            （ただし、基本給の２０時間分の時間外超過勤務給と５時間分の深夜

超過勤務給を含むものとする。） 
９． 給与の計算期間 ： 前月１０日から当月１５日 
１０．支払日      ： 当月２５日（支給日が休日の場合は前営業日に繰上げて支給。） 
１１．通勤交通費     ： 全額支給 
１２．各種保険      ： 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 
１３．以下の事由に該当した場合は採用内定を取り消すことがある。 
（１）学歴、職歴、資格、犯罪歴その他の重要な経歴の詐称があるとき 
（２）法人から対応を指示された学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力

等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第 69 号）に基づく犯罪事実確認に必要な手

続等に対応しないとき。 
（３）犯罪その他社会的に不相当な行為を行い従業員として不適格と法人が判断したとき。 
（４）その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。 

別紙３ 
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就業規則参考例 

１．対象業務従事者の範囲 

○こども性暴力防止法においては、対象事業者に、対象業務従事者による児童対象性暴力等の防止等をす

る責務があることを明らかにし、その講ずべき措置等について定めています。この対象となる対象業務

従事者は、児童等に対して教育、保育等に関する業務を行う者のうち、その業務の実態が次に掲げる３

つの要件を満たすものが該当します。 

①支配性：児童等に対する教育、保育等を通じて、支配的・優越的立場に立つこと 

②継続性：教育、保育等を通じて児童等と生活を共にするなどして、こどもに対して継続的な人間関係

を持つこと 

③閉鎖性：保護者や他の従事者の監視が届かず、他者の目に触れにくい状況の下で、教育・保育等を提

供すること 

 

○対象事業者においては、こども性暴力防止法の対象となる対象業務従事者に該当する職種の者につい

て、予め就業規則等で定めることが適当です。 

 

※ 対象業務従事者に該当する職種については、ガイドライン「Ⅲ.対象事業・対象業務」において、

「職種全体が対象になるもの」「職種の一部が対象になり得るもの」等を例示していますので参照

ください。 

※ 次の規定例は、ガイドラインにおいて「職種の一部が対象になり得るもの」に分類されているも

のも含めて対象業務従事者として定義していますが、あくまで例示であり、各事業者が行う事業の

実態に応じて支配性・継続性・閉鎖性の基準に基づき判断・特定することが必要です。 

  また、同じ職種であっても対象業務従事者に該当する者としない者がいる場合には、規定例中の

「事務員」の例のように対象となるものを限定して規定することが考えられます。 

 

○その上で、募集段階で（現職者はこども性暴力防止法の施行日までに）従事者本人に対象業務従事者と

なり得る旨等を書面等により通知することが適当です。 

 

○また、契約社員、パートタイム労働者、アルバイト、定年後再雇用者等についても、上記の３要件を満

たす場合は対象業務従事者に該当するため、これらの労働者に関する規程を別途定めている場合は、就

業規則本則と同様に対象業務従事者として規定することが適当です。 

 

（規定の参考例） 

（教員等） 

第○条 当法人の職員のうち、次の各号に掲げる者は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による

児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第 69号。以下「こども性暴力

防止法」という。）第２条第４項に規定する教員等に該当するものとする。ただし、第九号から第十

三号に掲げる者については、業務を通して児童等と接する機会のない者を除く。 

一 管理者 

二 児童発達管理責任者 

三 児童指導員 

四 保育士 

五 機能訓練担当職員 

六 看護職員 

七 栄養士 

八 指導員 

九 （嘱託医） 

十 （調理員） 

十一（送迎バスの運転手） 

十二 … 

十三 … 

別紙４ 
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２．児童対象性暴力等及び不適切な行為の禁止 

○服務規律等を定めた文書（就業規則等）において、①こども性暴力防止法に基づく防止措置の対象とな

る児童対象性暴力等やそれにつながる不適切な行為の範囲、②教育、保育等を提供する場においてこれ

らの行為を行うことは本法の趣旨や規定に反する行為であり厳格な懲戒処分の対象になり得ることを

定め、従事者に周知・伝達することが適当です（「５．懲戒事由」も参照）。 

 

○なお、不適切な行為（以下の参考例の第２項）の内容は、各施設・事業の性質や対象児童等の年齢・発

達の状況等によって異なることが想定されます。「教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴

力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針」（令和７年４月こども家庭庁）における例示（児

童等へ不必要又は過度な接触を行う、不必要に児童等と密室で２人きりになろうとするなど）も参考

に、従事者が過度に委縮することがないよう留意しつつ、各事業者の実態に応じて明確化することが適

当です。 

 

○また、児童対象性暴力等（以下の参考例の第１項）の内容は、こども性暴力防止法第２条第２項、教育

職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律（令和３年６月４日法律第57号）第２条第３項、

「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」（令和４年３年 18 日文部科学

大臣決定、令和５年７月 13 日改訂）４～６頁を参照ください。 

 

（規定の参考例） 

（児童対象性暴力等及び不適切な行為の禁止） 

第○条 職員は、こども性暴力防止法第２条第２項に規定する児童対象性暴力等として次に掲げる行

為をしてはならない。 

一 児童等（こども性暴力防止法第２条第１項に規定するものをいう。以下同じ。）に性交等（刑法

（明治 40 年法律第 45 号）第 177 条（不同意性交等）に規定する性交等をいう。以下この号にお

いて同じ。）をすること又は児童等をして性交等をさせること（同法第 177 条（不同意性交等）の

罪に当たる行為、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 34 条第１項第６号の淫行罪に当たる

行為及び条例により禁止される性交等に当たる行為を含み、児童等から暴行又は脅迫を受けて当

該児童等に性交等をした場合及び児童等の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる

特別の事情がある場合を除く。） 

二 児童等にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること（刑法第 176 条（不同意

わいせつ）の罪に当たる行為、児童福祉法第 34条第１項第６号の淫行罪に当たる行為及び条例に

より禁止されるわいせつな行為に当たる行為を含み、前号に掲げるものを除く。） 

三 刑法第 182 条（16 歳未満の者に対する面会要求等）の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等

の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律（平成 11年法律第 52 号。以下「児童ポルノ法」

という。）第５条（児童買春周旋）、第６条（児童買春勧誘）、第７条（児童ポルノ所持、提供等）

若しくは第８条（児童買春等目的人身売買等）の罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び

押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律（令和５年法律第

67 号）第２条（性的姿態等撮影）、第３条（性的影像記録提供等）、第４条（性的影像記録保管）、

第５条（性的姿態等影像送信）若しくは第６条（性的姿態等影像記録）の罪（児童等に係るものに

限る。）に当たる行為をすること（前二号に掲げるものを除く。） 

四 児童等に次に掲げる行為（児童等の心身に有害な影響を与えるものに限る。）であって児童等を

著しく羞恥させ、若しくは児童等に不安を覚えさせるようなものをすること又は児童等をしてそ

のような行為をさせること（前三号に掲げるものを除く。）。 

イ 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位（児童ポルノ法第２条第３項

第３号に規定する性的な部位をいう。）その他の身体の一部に触れること（条例により禁止され

る痴漢行為を含む。） 

ロ 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機

器を差し向け、若しくは設置すること（条例により禁止される盗撮行為を含む。） 

五 児童等に対し、性的羞恥心を害する言動（口頭の発言に限らず、ソーシャルネットワーキングサ

ービスや電子メール等を用いることを含む。）であって、児童等の心身に有害な影響を与えるもの
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をすること（児童等に対する悪質なセクシュアル・ハラスメント（児童等を不快にさせる性的な言

動）を含み、前各号に掲げるものを除く。） 

２ 職員は、前項に規定する児童対象性暴力等につながり得る不適切な行為として次に掲げる行為を

してはならない。 

一 児童等と私的な連絡先（ＳＮＳアカウントを含む。）を交換し、私的なやり取りを行うこと 

二 私的に児童等と事業所外で会うこと 

… 

 

 

 

 

Ⅹ その他前各号に準ずる児童対象性暴力等につながり得る不適切な行為 

３ 職員は、前二項に掲げる行為を行い、又は当該行為を理由として逮捕若しくは起訴された場合は、

法人に速やかに報告しなければならない。 

各施設・事業の性質や対象児童等の年齢・発達の

状況等によって異なることが想定される。 

従事者が過度に委縮することがないよう留意し

つつ、各事業者の実態に応じて明確化すること。 
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３．犯罪事実確認の手続に応じる義務 

○対象事業者は、こども性暴力防止法第４条及び第 26 条に基づき、対象業務従事者に対する犯罪事実確

認を実施することが求められます。 

 

○犯罪事実確認を確実に履行するため、服務規律等を定めた文書（就業規則等）において、従事者はこど

も性暴力防止法に基づく犯罪事実確認に必要な手続等に対応しなければならないことを定め、従事者

に周知・伝達することが適当です。 

 

○従事者が当該規定に違反した場合、懲戒事由に定める就業規則違反や業務命令違反等に該当すること

になります（「５．懲戒事由」も参照）。 

 

（規定の参考例） 

（犯罪事実確認の手続に応じる義務） 

第○条 職員は、法人の指示に従い、こども性暴力防止法に基づく犯罪事実確認に必要な手続等に対

応しなければならない。 
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４．試用期間の解約事由 

○犯罪事実確認の結果、従事者に特定性犯罪前科があることが確認された場合などは、防止措置として、

従事者の配置転換や業務範囲の限定、内定取消しや試用期間中の解約、普通解雇、懲戒処分など雇用管

理上の措置が必要です。 

 

○採用選考に際しては、雇用管理上の措置の有効性を巡るトラブルを防ぐため、 

①内定通知書等に内定取消事由として（※）、就業規則に試用期間中の解約事由や懲戒事由等として、

それぞれ「重要な経歴の詐称」等を定めて周知しておく 

※ 最高裁判例上、誓約書等に記載の内定取消事由に基づき内定取消しを行うことは可能であると

されているため（最高裁第２小法廷判決昭和 54年７月 20 日・大日本印刷事件）、内定通知書や誓

約書に加えて、就業規則にも内定取消事由を定めることまでは要しません。 

②採用募集要項の採用条件に、特定性犯罪前科がないこと等を明示する 

③誓約書、履歴書等を通して、特定性犯罪前科の有無等を書面等で明示的に確認する 

ことで、「重要な経歴の詐称」を理由とする雇用管理上の措置の適法性が確保されるような対応をする

ことが求められます。 

 

○上述の事項に対応した上で、求職者に特定性犯罪前科の有無を事前に確認した結果、本人から特定性犯

罪前科がない旨の申告があったものの、実際には特定性犯罪前科があった場合、内定取消事由、懲戒事

由等としての「重要な経歴の詐称」に該当するものと考えられます。 

 

 

（規定の参考例） 

 

（試用期間） 

第○条 職員として新たに採用した者については、就労開始日から○か月間を試用期間とする。～～

～。 

２ ～～～ 

… 

○ 採用時までの申告事項が事実と異なり、学歴、職歴、資格、犯罪歴その他の重要な経歴の詐称があ

ると認められた場合その他職員として不適格であると認めた場合は、試用期間中に解雇することが

ある。～～～。 

… 
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５．懲戒事由 

○最高裁判例において、使用者が労働者に対し、懲戒処分を行うためには、あらかじめ就業規則におい

て、懲戒事由及び懲戒種別を定め、その就業規則を労働者に周知する必要があるとされています（国鉄

札幌運転区事件・最高裁第３小法廷判決昭和 54年 10 月 30 日、フジ興産事件・最高裁第２小法廷判決

平成 15 年 10 月 10 日）。したがって、就業規則に定めのない懲戒種別や懲戒事由による懲戒処分はで

きません。 

 

○こども性暴力防止法に基づく防止措置として懲戒処分を行うに当たり、その有効性を巡るトラブルを

防ぐため、就業規則に、懲戒事由として次に掲げる内容を定め、従事者に周知することが適当です。 

①「刑罰法規の各規定に違反する行為が認められた場合」、「企業秩序を乱した場合」等の一般的な刑罰

法規違反・企業秩序義務違反 

②「正当な理由なく、業務上の指示・命令に従わなかったとき」等の一般的な業務命令違反 

③「こども性暴力防止法上の『児童対象性暴力等』に該当する行為を行ったとき」、「児童対象性暴力等

につながる不適切な行為を行ったとき」 

④重要な経歴の詐称 

 

（規定の参考例） 

（懲戒の事由） 

第○条 職員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、【けん責、減給、出勤停止、降格、諭旨

退職又は懲戒解雇（注：就業規則の別条に定める懲戒の種類を列挙）】とする。 

一 ～～～ 

… 

○ 法人内の秩序又は風紀を乱したとき。 

○ 本規則その他法人の定める規程に違反したとき。 

○ 業務上の指示・命令に従わなかったとき。 

○ こども性暴力防止法に規定する児童対象性暴力等に該当する行為又はそれにつながる不適切な

行為を行ったとき。 

 

 

○ 学歴、職歴、資格、犯罪歴等の重要な経歴を詐称して雇用されたとき。 

○ 刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行ったとき。 

… 

Ｘ その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。 

 

【「２．児童対象性暴力等及び

不適切な行為の禁止」参照】 
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６．附則 

○前記１～５までの就業規則の規定例は、こども性暴力防止法の施行前の段階から施行・適用することが

想定されます。 

※ こども性暴力防止法の施行前であっても、公布済みの同法上の定義に相当するものを用いて労働

契約上の義務等を定めたり、同法の適用に向けて必要な準備に関して労働契約上の義務等を定めた

りすることは可能です。 

※ 犯罪事実確認等の措置は、施行時現職者及び認定時現職者も対象となるため、現時点から就業規則

を整備しておくことは、こども性暴力防止法の施行後に同法に定められた措置を適切に講じる観点

からも重要です。 

 

○もっとも、こども性暴力防止法の施行前の段階から施行・適用することに鑑み、上記の点についてトラ

ブルが生じないよう、明確化の観点から、就業規則の附則において、新規制定又は改定に係る就業規則

の施行日（以下の参考例の第１項）を定めるとともに、同法の施行前であっても適用されるものとする

旨（同第２項）を定めることが考えられます。 

※ なお、あくまで本附則第２項は、明確化の観点から定めるものです。一般的には、本附則第２項を

定めなかったとしても、こども性暴力防止法の施行前か否かにかかわらず、前記１～５までの就業規

則の規定例は、その就業規則の施行日（第１項）から適用されるものと解されます。 

 

 
（規定の参考例） 

（附則） 

１ この就業規則は、令和○年○月○日に施行する。 

２ この就業規則は、こども性暴力防止法の施行前であっても適用されるものとする。 
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じぶんのからだ

ころんで、ひざを

けがしたとき

どうする？
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発達の段階に応じて複数の教材が用意されていることから、

子どもの発達の段階に応じて、利用教材を選択してください
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いたくなくなるように

けがをなおそうとするよね

じぶんのからだは

じぶんだけのもので

とってもだいじなんだよ
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みんなのからだもだいじだよ

じぶんのからだを

だいじにするために

できることはなにかな？
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じぶんだけの

だいじなところ

これからみんなで

ぷーるにはいるよ！
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ぷーるにはいるとき、

みずぎをきるのはなぜかな？

おうちでおふろにはいるときは、
みずぎをきていないなあ…

みずぎでかくれるところは

じぶんだけの

だいじなところだからだよ

いろんなひとに
みせるところ
じゃないんだね！

くち・かお もだいじだよ！
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みずぎでかくれるところは、

みせたり、さわらせたり

しないようにしようね

ほかのひとの

みずぎでかくれるところをみたり、

さわったりしないようにしようね

じぶんにされていやなことは
ほかのひとにも

しないようにしようね！
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じぶんだけのだいじなところを

さわられていやなきもちになったら、

「いやだ！」といおう。にげよう。

あんしんできるおとなにおはなししよう。

いやなきもち
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みんなであそんでいるみたい！

なにをしているのかな？

あれ…？

なんだか、みんながたのしいとおもって

いるわけじゃないみたいだよ

・・・・。

- 41 -



どうしてかな？

びっくりしたり、いやなきもちになる

さわられかたをしたりしたからだね
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びっくりしたり、いやなきもちに

なったりするときって

どんなときかな？

いきなりさわられたり、

じろじろみられたりしたら

びっくりしたりいやなきもちになるよね
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じぶんだけのだいじなところ

ってしってる？

みずぎでかくれるところは

じぶんだけの

だいじなところだよ

くち・かお もだいじだよ！
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みずぎでかくれるところは、

みせたり、さわらせたり

しないようにしようね

ほかのひとの

みずぎでかくれるところをみたり、

さわったりしないようにしようね

じぶんにされていやなことは
ほかのひとにも

しないようにしようね！
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じぶんだけのだいじなところを

さわられていやなきもちになったら、

「いやだ！」といおう。にげよう。

あんしんできるおとなにおはなししよう。

じぶんだけのだいじなところを

さわられていやなきもちになったら、

どうすればいいかな？
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情報管理規程（ひな型①）  

【事業者における責任者一人（理事長、人事担当部長等）のみが、こども性暴力防止法関連

システム上のみで犯罪事実確認書を確認し、それ以外では犯罪事実確認記録等の記録・保

存等を行わない場合】 

※ 本ひな型は最低限求められる措置をベースに記載している。各事業者は、別紙１の標準的措置の考え方

を十分理解した上で、その実情に合わせて本ひな型を適宜改変した上で活用されたい。 

※ 法関連システムとは、こども性暴力防止法（以下「法」という）の運用のために、こども家庭庁で新たに開

発するシステムをいう。 

第 1 章 総論 

（1） 基本的事項 

  責任者は犯罪事実確認書の取扱いに関する基本方針を、次のとおり定める。 

・ 犯罪事実確認書の取扱者は責任者１名のみとする 

・ 犯罪事実確認書の記載内容について、別に記録・保存を行わない 

・ 情報機器の種類や環境、ネットワークの状況等に応じた情報管理措置を講じる 

・ 犯罪事実確認書の取扱いの手順に応じて必要な対応を行う 

・ 組織の長自ら情報管理の重要性を理解し、組織として点検・改善を実施する 

・ 法に定める情報管理措置に関する規定を遵守する 

 

第 2 章 組織的情報管理措置 

（1） 組織体制の整備 

  犯罪事実確認書の取扱いに関する責任者（以下「責任者」という。）を設置し、●●長をもって充

てる。 

  責任者は、犯罪事実確認書の管理に関する事務を総括するとともに、自ら本規程に定められた

事項を遵守し、かつ従事者に遵守させるために、本規程に定める措置その他必要な措置を実施

する責任を負う。 

  責任者以外の従事者が犯罪事実確認書の漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合は、

責任者に報告連絡する。 

  責任者は、漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合、こども家庭庁の対応マニュアルに

基づき対応する。また、その対応を行うための体制を整備する。 

  責任者は、漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合の報告連絡体制及び法や情報管理

規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の報告連絡体制を次のように定める。 

 

（報告連絡体制図：単一事業所内で完結する場合） 

 

※ 

  

 

 

 

 

別紙７ 
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2 

 

※事業所の規模が大きい場合、所属長経由で報告することも考えられる。 

  

（報告連絡体制図：事業者内に事業所が複数ある場合） 

 

法人本部 

 

※ 

 

 

 

 

 

        ※事業所の規模が大きい場合、所属長経由で報告することも考えられる。 

 

 

 

A 事業所               B 事業所 

 

 

 

  犯罪事実確認書の取扱いに関する責任者の任務と責任を次のように定める。 

 

任務 責任 

・ 法人全体の犯罪事実確認書の申請事

務取りまとめ・閲覧 

・ 法関連システムの ID 管理 

・ 法人全体の犯罪事実確認書の情

報管理措置 

・ 法関連システムの ID 管理 

 

（２） 点検等 

  責任者は、法や情報管理規程の遵守状況につき、定期的に自己点検又は他部署等による監査を

行う。 

  自己点検の際、責任者は取扱いの不備、情報漏えいの発生の危険性、改善すべき点等について、

見直し及び改善に取り組むとともに、必要に応じて規程を変更する。 

 

第 3 章 人的情報管理措置 

（1） 研修・訓練等 

  責任者は、犯罪事実確認書の取扱いに関する次の内容について、着任時及び定期的に研修等を

受講する。 

・ 犯罪事実確認書の管理の重要性 

・ 情報管理措置の基本原則及び具体的措置 

・ 法違反、漏えい等の事実又はおそれを把握した場合の対応 

・ 関係法令や事業者内規程等の変更があった場合にはその内容 

・ 禁止事項と罰則 

  責任者は、犯罪事実確認書の取扱い、法違反、漏えい等の事実又はおそれを把握した場合の対

応について、従事者に対し、着任時に研修等を行う。  

  犯罪事実確認書の秘密保持、情報管理規程に違反した際の人事上の取扱い等に関する就業規

則は次のとおり。 

・ 就業規則第●条 ・・・・・・ 

所長 所長 

- 48 -



3 

 

  責任者は、退職後も永久的に犯罪事実確認書に記載された情報を漏らさない旨を退職時に約

束する。 

第 4 章 物理的情報管理措置 

（1） 犯罪事実確認書を取り扱う区域の管理 

  他の従事者による犯罪事実確認書の閲覧等を防止するため、犯罪事実確認書を閲覧する区域

を特定し、次の措置を講じる（複数選択可）。  

・ 間仕切り等の設置 ・ 座席配置の工夫 ・ のぞき込みを防止する措置 

・ 責任者の承認のない記録媒体、カメラ等の持込みの制限 

（2） 機器及び電子媒体等の盗難等の防止 

  犯罪事実確認書を閲覧する機器の盗難又は紛失等を防止するため、次の措置を講じる（複数選

択可）。 

・ 犯罪事実確認書を閲覧する機器を、持ち出せないようセキュリティワイヤーで固定する（又は

使用者の不在時にノートＰＣ等を机の引出しやロッカー等に格納・施錠する） 

・ 犯罪事実確認書を閲覧する機器を、施錠できるキャビネット・書庫等に保管する 

  犯罪事実確認書を閲覧する機器を紛失した場合は、即時、法関連システムのアクセス権の解除

を行う。 

（3） 犯罪事実確認書の削除及び機器、電子媒体等の廃棄 

  従事者の離職等があった場合は、法関連システムに離職日等を登録し、犯罪事実確認書を消去

する。その上で、犯罪事実確認書が消去されたことを、責任者が確認する。 

第 5 章 技術的情報管理措置 

（１） アクセス制御 

  犯罪事実確認書を閲覧する機器及び当該機器を取り扱うことのできる従事者を、責任者のみに

限定する。 

  異動又は退職する者等による犯罪事実確認書の持ち出しや不正アクセスを、次の方法により防

止する。 

・ アクセス権を有する現在の責任者の ID でログインしたＰＣ等からのみ、犯罪事実確認書を閲

覧できる状態にする。 

・ 退職又は異動等により責任者が交代した場合、アクセス権の解除を行う。 

（２） 外部からの不正アクセス等の防止 

  犯罪事実確認書を閲覧する機器（主に PC）にアンチウイルスソフトウェア等を導入し、不正ソフト

ウェアの有無を確認する。 

  犯罪事実確認書を取り扱う情報システムのオペレーティングシステム（OS）やアプリケーション

は、サポート期間内の製品を利用し、最新のバージョンを維持する。 
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情報管理規程（ひな型②）  

【事業者の責任者を含む複数名が、こども性暴力防止法関連システム上のみで犯罪事実確認

書を確認し、それ以外では犯罪事実確認記録等の記録・保存等を行わない場合 】 

※ 本ひな型は最低限求められる措置をベースに記載している。各事業者は、別紙１の標準的措置の考え方

を十分理解した上で、その実情に合わせて本ひな型を適宜改変した上で活用されたい。 

※ 法関連システムとは、こども性暴力防止法（以下「法」という）の運用のために、こども家庭庁で新たに開

発するシステムをいう。 

第 1 章 総論 

（１） 基本的事項 

  責任者は犯罪事実確認書の取扱いに関する基本方針を、次のとおり定める。 

・ 犯罪事実確認書の取扱者は必要最小限とする 

・ 犯罪事実確認書の記載内容について、別に記録・保存を行わない 

・ 情報機器の種類や環境、ネットワークの状況等に応じた情報管理措置を講じる 

・ 犯罪事実確認書の取扱いの手順に応じて必要な対応を行う 

・ 組織の長自ら情報管理の重要性を理解し、組織として点検・改善を実施する 

・ 法に定める情報管理措置に関する規定を遵守する 

 

第 2 章 組織的情報管理措置 

（1） 組織体制の整備 

  犯罪事実確認書の取扱いに関する責任者（以下「責任者」という。）を設置し、●●長をもって充

てる。 

  責任者は、犯罪事実確認書の管理に関する事務を総括するとともに、自ら本規程に定められた

事項を遵守し、かつ従事者に遵守させるために、本規程に定める措置その他必要な措置を実施

する責任を負う。 

  責任者は、犯罪事実確認書の管理に関する担当者（以下「担当者」という。）を任命し、その権限

の一部を担当者に委譲する。担当者は●●…をもって充てる。 

  責任者・担当者に加えて、犯罪事実確認書を取り扱うことができる者を置く場合は、責任者が認

めた者に限り、その都度任命する。  

  責任者は、漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合、こども家庭庁の対応マニュアルに

基づき対応する。また、その対応を行うための体制を整備する。 

  責任者は、漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合の報告連絡体制及び法や情報管理

規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の報告連絡体制を次のように定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙８ 
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（報告連絡体制図：単一事業所内で完結する場合） 

 

※ 

 

           

        

 

 

 

 

 

※事業所の規模が大きい場合、所属長経由で報告することも考えられる。 

 

（報告連絡体制図：事業者内に事業所が複数ある場合） 

  

  法人本部 

 

                                 ※ 

                             

 

 

 

 

 

 

※事業所の規模が大きい場合、所属長経由で報告することも考えられる。 

 

 

A 事業所                B 事業所 

 

 

 

 

  犯罪事実確認書を複数の部署で取り扱う場合の各部署の任務分担と責任を次のように定める。

※ 複数の部署で取り扱わない場合は、定めは不要。 

 

部署・役割名 任務分担 責任 

法人本部 

・責任者 

・ 法人全体の犯罪事実確認書の申請

事務取りまとめ・閲覧 

・ 法関連システムの ID 発行事務・管

理 

・ 犯罪事実確認書の管理体制の整備・

利害関係者へ伝達 

・ 法人全体の犯罪事実確認書の情

報管理措置 

・ 法関連システムの ID 発行事務・

管理 

 

・ 犯罪事実確認書の管理体制の整

備・利害関係者への伝達 

A 事業所 

・責任者 

・ A 事業所の従事者の犯罪事実確認書

の閲覧、法関連システムの利用 

・ 法関連システムの ID 管理 

・ A 事業所の従事者に関する犯罪事

実確認書の情報管理措置 

・ 法関連システムの ID 管理 

（2） 点検等 

  担当者 

  担当者 

所長 所長 
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  責任者は、法や情報管理規程の遵守状況につき、定期的に自己点検又は他部署等による監査を

行う。 

  自己点検の際、責任者は担当者と取扱いの不備、情報漏えいの発生の危険性、改善すべき点等

について意見交換し、見直し及び改善に取り組むとともに、必要に応じて規程を変更する。 

第 3 章 人的情報管理措置 

（１） 研修・訓練等 

  責任者、担当者その他の犯罪事実確認書を取り扱うことができる者は、犯罪事実確認書の取扱

いに関する次の内容について、着任時及び定期的に研修等を受講する。 

・ 犯罪事実確認書の管理の重要性 

・ 情報管理措置の基本原則及び具体的措置 

・ 法違反、漏えい等の事実又は兆候を把握した場合の対応 

・ 関係法令や事業者内規程等の変更があった場合にはその内容 

・ 禁止事項と罰則 

  責任者は、研修の実施記録を作成し、定期的に確認する。 

  責任者は、犯罪事実確認書の取扱い、法違反、漏えい等の事実又はおそれを把握した場合の対

応について、従事者に対し、着任時に研修等を行う。   

  責任者は、上述の研修以外にも定期的に意識啓発を行う。 

  犯罪事実確認書の秘密保持、情報管理規程に違反した際の人事上の取扱い等に関する就業規

則は次のとおり。 

・ 就業規則第●条 ・・・・・・ 

  人事異動の多い時期などに定期的に意識啓発を行う。 

  責任者は、担当者等が退職する際、永久的に犯罪事実確認書に記載された情報を漏らしてはな

らないことを確認する。 

 

第 4 章 物理的情報管理措置 

（１） 犯罪事実確認書を取り扱う区域の管理 

  権限を有しない従事者による犯罪事実確認書の閲覧等を防止するため、犯罪事実確認書を閲

覧する区域を特定し、次の措置を講じる（複数選択可）。 

・ 間仕切り等の設置 ・ 座席配置の工夫 ・ のぞき込みを防止する措置 

・ 責任者の承認のない記録媒体、カメラ等の持込の制限 

 

（２） 機器及び電子媒体等の盗難等の防止 

  犯罪事実確認書を閲覧する機器の盗難又は紛失等を防止するため、次の措置を講じる（複数選

択可）。 

・ 犯罪事実確認書を閲覧する機器をセキュリティワイヤーで固定する（又は使用者の不在時に

ノートＰＣ等を机の引出しやロッカー等に格納・施錠する） 

・ 犯罪事実確認書を閲覧する機器を、施錠できるキャビネット・書庫等に保管する 

  犯罪事実確認書を取り扱う機器を紛失した場合は、即時、法関連システムのアクセス権の解除を

行う。 

（３） 犯罪事実確認書の削除及び機器、電子媒体等の廃棄 

  従事者の離職等があった場合は、法関連システムに離職日等を登録し、犯罪事実確認書を消去
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する。 

第 5 章 技術的情報管理措置 

（１） アクセス制御 

  犯罪事実確認書を閲覧する機器及び当該機器を取り扱うことのできる従事者を、明確化して限

定する。 

  異動又は退職する者等による犯罪事実確認書の持ち出しや不正アクセスを、次の方法により防

止する。 

・ アクセス権を有する者の ID でログインしたＰＣ等からのみ、犯罪事実確認書を閲覧できる状

態にする。 

・ 異動又は退職する者等が発生した際には、即時に法関連システムのアクセス権を解除する。 

（２） 外部からの不正アクセス等の防止 

  犯罪事実確認書を閲覧する機器（主に PC）にアンチウイルスソフトウェア等を導入し、不正ソフト

ウェアの有無を確認する。 

  犯罪事実確認書を取り扱う情報システムのオペレーティングシステム（OS）やアプリケーション

は、サポート期間内の製品を利用し、最新のバージョンを維持する。 
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情報管理規程（ひな型③） 

【事業者の責任者を含む複数名が、犯罪事実確認記録等を通じて、従事者の犯歴情報を確認

し、こども性暴力防止法関連システム以外にも犯罪事実確認記録等の記録・保存等を行う場

合】  

※ 本ひな型は標準的措置をベースに記載している。各事業者は、別紙１の考え方を十分理解した上で、必

要に応じて最低限求められる措置も参照しつつ、その実情に合わせて本ひな型を適宜改変した上で活用さ

れたい。 

※ 法関連システムとは、こども性暴力防止法（以下「法」という）の運用のために、こども家庭庁で新たに開

発するシステムをいう。また、情報システムとは、各事業者における人事管理等に用いている独自のシステ

ムをいう。 

 

第 1 章 総論 

（1） 基本的事項 

  責任者は犯罪事実確認記録等の取扱いに関する基本方針を、次のとおり定める。 

・ 犯罪事実確認記録等の取扱者は必要最小限とする 

・ 犯罪事実確認書の記載内容について、別に記録・保存することを極力避ける 

・ やむを得ず記録・保存する場合は、リスクに応じた情報管理措置を行う 

・ 情報機器の種類や環境、ネットワークの状況等に応じた情報管理措置を講じる 

・ 犯罪事実確認記録等の取扱いの手順に応じて必要な対応を行う 

・ 組織の長自ら情報管理の重要性を理解し、組織として点検・改善を実施する 

・ 法に定める情報管理措置に関する規定を遵守する 

 

第 2 章 組織的情報管理措置 

（1） 組織体制の整備 

  犯罪事実確認記録等の取扱いに関する責任者（以下「責任者」という。）を設置することとし、●

●長をもって充てる。 

  責任者は、犯罪事実確認記録等の管理に関する事務を総括するとともに、自ら本規程に定めら

れた事項を遵守し、かつ従事者に遵守させるために、本規程に定める措置その他必要な措置を

実施する責任を負う。 

  責任者は、犯罪事実確認記録等の管理に関する担当者（以下「担当者」という。）を任命し、その

権限の一部を担当者に委譲する。担当者は●●…をもって充てる。 

  責任者は、犯罪事実確認記録等の管理に関する監査を行う者を設置することとし、●●をもっ

て充てる。 

  責任者、担当者、監査を行う者に加えて、犯罪事実確認記録等を取り扱うことができる者を置く

場合は、責任者が認めた者に限り、その都度任命する。 

  責任者は、漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合、こども家庭庁の対応マニュアルに

基づき対応する。また、その対応を行うための体制を整備する。 

  責任者は、漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合の報告連絡体制及び法や情報管理

規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の報告連絡体制を次のように定める。 

別紙９ 
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（報告連絡体制図：単一事業所内で完結する場合） 

 

※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事業所の規模が大きい場合、所属長経由で報告することも考えられる。 

 

（報告連絡体制図：事業者内に事業所が複数ある場合） 

 

 法人本部 

 

                                 ※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事業所の規模が大きい場合、所属長経由で報告することも考えられる。 

 

 

A 事業所              B 事業所 

 

 

 

  事業者内外（事業者内の関係者のほか、IT 製品のメーカー、保守ベンダー、保護者等）の緊急連

絡先・伝達ルートを整備し、関係者へ周知を行う。 

  事案発生時に業務システムが使えず連絡先が確認できない場合を想定した、連絡の代替手段を

あらかじめ確認する。 

  犯罪事実確認記録等を複数の部署で取り扱う場合の各部署の任務分担と責任を次のように定

める。（複数の部署で取り扱わない場合は、定めは不要。） 

 

部署・役割名 任務分担 責任 

法人本部 

・責任者／担当

者 

  法人全体の犯罪事実確認書の申

請事務取りまとめ・閲覧 

  法関連システムの ID 発行事務・

管理 

  犯罪事実確認記録等の管理体制

の整備・利害関係者への伝達 

  法人全体の犯罪事実確認書の情報

管理措置 

  法関連システムの ID 発行事務・管

理 

 

  犯罪事実確認記録等の管理体制の

整備・利害関係者への伝達 

  担当者 

  担当者 

所長 所長 
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A 事業所 

・責任者 

  A 事業所の従事者の犯罪事実確

認書の閲覧、法関連システムの利

用 

  法関連システムの ID 管理 

  A 事業所の従事者に関する犯罪事

実確認書の情報管理措置 

  法関連システムの ID 管理 

 

 

 

（２）  運用状況に関する記録の整備 

  責任者は、情報管理規程に基づく運用を確保するため、システムログその他の犯罪事実確認記録

等の取扱記録を作成し、適切かつ安全に管理されていることを定期的に確認する。 

・ 紙で交付された犯罪事実確認書の閲覧の状況 

・ 犯罪事実確認書の情報を転記した犯罪事実確認記録の作成・閲覧の状況 

・ 犯罪事実確認記録等が記録された媒体等の持ち運び等の状況 

・ 犯罪事実確認記録等の伝達の状況（法により認められた事業者間の情報共有の場合に限る。） 

・ 犯罪事実確認記録等の消去・廃棄の状況（消去・廃棄を委託した場合の消去・廃棄を証明する記

録を含む。） 

※ 法関連システム上の犯罪事実確認書については、同システムで消去 

  責任者は、次の項目について、犯罪事実確認記録等の取扱状況を確認する手段を整備し、記録

を行うことにより、取扱状況を把握する。 

（記録する情報） 

・ 犯罪事実確認書 

・ 犯罪事実確認記録 

（記録項目） 

・ 記録する情報ごとの取扱責任者・取扱部署、アクセス権者 

・ 犯罪事実確認記録の所在（バックアップがある場合はその所在を含む。） 

・ 利用目的 

（３） 点検等 

  責任者は、法や情報管理規程の遵守状況につき、犯罪事実確認記録等の取扱記録等に基づいて、

定期的に自己点検及び他部署等による監査を実施する。 

  自己点検の際、責任者は担当者と取扱いの不備、情報漏えいの発生の危険性、改善すべき点等

について、意見交換し、見直し及び改善に取り組むとともに、必要に応じて規程を変更する。 

 

第 3 章 人的情報管理措置 

（１） 研修・訓練等 

  責任者、担当者その他の犯罪事実確認記録等を取り扱うことができる者は、犯罪事実確認記録

等の取扱いに関する次の内容について、着任時及び定期的に研修等を受講する。 

・ 犯罪事実確認記録等の管理の重要性 

・ 情報管理措置の基本原則及び具体的措置 

・ 法違反、漏えい等の事実又はおそれを把握した場合の対応 

・ 関係法令や事業者内規程等の変更があった場合にはその内容 

・ 禁止事項と罰則 

  責任者は、研修の実施記録を作成し、定期的に確認する。 

  責任者は、犯罪事実確認記録等の取扱い、法違反、漏えい等の事実又は兆候を把握した場合の

対応について、従事者に対し、着任時に研修等を行う。    

  責任者は、上述の研修以外にも、人事異動の多い時期等に定期的に意識啓発を行う。 

  犯罪事実確認記録等の秘密保持、情報管理規程に違反した際の人事上の取扱い等に関する就
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業規則は次のとおり。 

・ 就業規則第●条 ・・・・・・ 

  責任者は、担当者等が退職する際、永久的に犯罪事実確認記録等に記載された情報を漏らして

はならないことを確認する。 

 

第 4 章 物理的情報管理措置 

（１） 犯罪事実確認記録等を取り扱う区域の管理 

  犯罪事実確認記録等の管理区域を（本部●●部執務室及び●事業所●●室）に限定し、次の対

策を行う（複数選択可）。 

・ 権限を有しない者が入室、閲覧しないように施錠 

 ・ 管理者による鍵の管理・入退室の際の鍵の貸出しの許可制 

 ・ 入退室管理 

 ・ 警備システムの導入、警備員の配置 

 ・ 持ち込む機器等の制限 

 

  責任者は、取扱区域（本部●●部執務室内の●●で指定されるエリア及び●事業所●●室の

●●で指定されるエリア）を限定し、次の措置を講じ、取扱区域において権限を有しない者によ

る犯罪事実確認記録等の閲覧等を防止するため、次の措置を講じる（複数選択可）。 

・ 権限を有しない者が入室、閲覧しないための施錠 

・ 管理者による鍵の管理・入退室の際の鍵の貸出しの許可制の導入 

・ 入退室管理 

・ 警備システムの導入、警備員の配置 

・ 責任者の承認のない記録媒体、カメラ等の持込みの制限 

・ 間仕切り等の設置 

・ 座席配置の工夫 

・ のぞき込みを防止する措置の実施 

（２） 機器及び電子媒体等の盗難等の防止 

  責任者は、犯罪事実確認記録等を取り扱う機器、犯罪事実確認記録等が記録された電子媒体及

び書類等の盗難又は紛失等を防止するため、次の措置を講じる（複数選択可）。 

・ 犯罪事実確認記録等を取り扱う機器をセキュリティワイヤーで固定する（又は使用者の不在 

時にノートＰＣ等を机の引出しやロッカー等に格納・施錠する） 

  ・ 犯罪事実確認記録等を取り扱う機器、犯罪事実確認記録が記録された電子媒体又は犯罪事

実確認記録が記載された書類等を、施錠できるキャビネット・書庫等に保管する 

 

  責任者は、盗難、紛失時に情報漏えい等を防止するために、次の措置を講じる（複数選択可）。 

・ 犯罪事実確認記録等の電子ファイルは暗号化、パスワードによる保護等を行った上で保存する 

・ 携帯端末の紛失時の端末の位置の特定 

・ 携帯端末の紛失時の遠隔操作による端末の保護 

・ 携帯端末の紛失時の遠隔操作によるデータの消去 

 

  責任者は、従事者等が犯罪事実確認記録等を取り扱う機器を紛失した場合、即時、法関連シス

テム及び情報システムのアクセス権の解除を行うとともに、情報システムのログインパスワード

を変更する。 
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（３） 電子媒体又は紙媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止 

  責任者は、次のような紛失・盗難等を防ぐための安全な方策を講じた上で、やむを得ない場合

に限り、犯罪事実確認記録等が記載された電子媒体や書類等の持ち運びを行うことを認める。

この場合において、持ち運びや伝達等の状況に係る取扱記録の作成を求め、責任者が定期的に

確認する（複数選択可）。 

・ データを暗号化する 

・ パスワードを設定する 

・ 封筒に封入し、鞄に入れて搬送する 

・ 公共交通網などを利用する場合は、網棚等を使用せず手元から離さない 

・ 自家用車を利用する場合は車内に放置せず、身体から離さずに移動する 

・ 封緘、目隠しシールの貼付けを行う  

・ 施錠できる搬送容器を利用する 

・ 紙媒体へ記録せざるを得ない場合には、権限を有する従事者であっても、利用終了後、速やか

に回収し、廃棄又は厳重に保管する等、組織的な管理を徹底する 

・ 情報の持ち運びを行う場合は、その従事者に対し、退社時の荷物検査を行い、情報持ち出しの

チェック等の対策を講じる 

  犯罪事実確認記録を電子媒体に記録する場合、責任者は、その電子媒体の管理状況の確認を定

期的に行う。 

（４） 犯罪事実確認記録等の削除及び機器、電子媒体等の廃棄 

  責任者は、犯罪事実確認記録等が記録された書類・ファイルや記録媒体等の廃棄、犯罪事実確

認記録等が保存された電子データの消去を行う場合、次の点に留意して、紙媒体については復

元不可能な状態にして廃棄し、電子媒体については容易には復元できない形にして廃棄・消去

する。その上で、犯罪事実確認記録等を削除したこと、又は犯罪事実確認記録等が保存された

機器、電子媒体等を廃棄したことの取扱記録を作成し、責任者が確認する。 

・ 犯罪事実確認記録が記録された機器、電子媒体等を廃棄する場合、専用のデータ削除ソフト

ウェアの利用又は物理的な破壊等を行う 

・ 紙媒体については、適切なシュレッダー処理、焼却等の復元不可能な手段を採用する 

第 5 章 技術的情報管理措置 

（１） アクセス制御 

  責任者は、犯罪事実確認記録等を取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱うことので

きる従事者を明確化して限定する。 

  責任者は、情報システムに犯罪事実確認記録を保存する場合、次のような保存場所の分離等を

行った上で、アクセス権を有する者の ID からのみアクセスできるようにする（複数選択可）。 

・ アクセス権を有する者の ID でログインしたＰＣ等からのみ、その電子データを閲覧できる状態

にする。 

・ 犯罪事実確認記録等を取り扱う機器のサーバの物理的分離（専用サーバの設定）、サーバの仮

想化による論理的分離（１台のサーバを複数の仮想サーバに分割し、専用サーバを設定）。 

・ 情報システムで犯罪事実確認記録を保存する場合は、ネットワークの分離を行う。 

  責任者は、異動又は退職する者等について、即時、法関連システム及び情報システムからアクセ

ス権を解除する。 

  責任者は、定期的に適切にアクセス権が付与されているかを確認し、アクセスが不要な者がいた

場合、即時、法関連システム及び情報システムへのアクセス権の解除及びアカウントの削除を行

う。 

 

（２） 外部からの不正アクセス等の防止 
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  責任者は、犯罪事実確認記録等を取り扱う機器（主に PC）にアンチウイルスソフトウェア等を導

入し、不正ソフトウェアの有無を確認する。 

  責任者は、犯罪事実確認記録等を取り扱う情報システムのオペレーティングシステム（OS）やア

プリケーションは、サポート期限切れにならない製品を利用し、最新のバージョンを維持する。 

  責任者は、ウイルスの侵入や情報漏えいを防止するため、次に掲げる方法により、業務上不要な

インターネット通信を制限する（複数選択可）。 

・ 情報システムと外部ネットワークとの接続箇所へのファイアウォールの設置 

・ フィルタリング機能を有するＯＳ標準ソフトウェアの利用 

・ 通信キャリアやインターネットプロバイダの提供するオプションサービス、複数のセキュリティ

サービスを提供するソフトウェア製品等の活用 

・ ネットワークの分離及び犯罪事実確認記録等を取り扱う回線の専用ネットワーク化 

  責任者は、情報システムにおけるログ等を定期的に分析し、不正アクセス等を検知する。 

  責任者は、次に掲げる方法を組み合わせて、多層防御を実施する（複数選択可）。 

・ ファイアウォールの設置 

・ ネットワークの分離 

・ ファイルや通信データの暗号化 

・ IDS、IPS などによる不正アクセスの検知又は遮断 

・ DLP を用いた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止 

  責任者は、情報システムに犯罪事実確認記録を保存する際、外部ネットワークから遮断された領

域において保存する等の方法により、外部からの不正アクセス等を防止する。 

 

（３） 情報システムの使用に伴う漏えい等の防止 

  責任者は、情報システムの使用に伴う犯罪事実確認記録等の漏えい等を防止するため、情報シ

ステムの設計時に安全性を確保し、継続的に見直す。（情報システムの脆弱性を突いた攻撃への

対策を講ずることも含む。） 

  犯罪事実確認記録等を含む通信の経路及び内容を暗号化する。 

  移送する犯罪事実確認記録等について、パスワード等による保護を行う。 

  保存場所の分離等を行った上で、アクセス権を有する者の ID からのみアクセスできるようにす

る。 

  犯罪事実確認記録等を取り扱う情報システムにアクセスする従事者に対して、ユーザーID によ

る識別を行い、パスワード、磁気・IC カード、生体認証（指紋認証、虹彩認証、静脈認証等）、ワン

タイムパスワード、PIN 入力の付与等を組み合わせた多要素認証を行う。 

  ISMAP 基準を満たし、国内法が適用される拠点にデータを保存できるクラウドサービスを選定

する。 

  （既に海外拠点にデータを保存するクラウドサービスを利用しており、利用サービスを変更する

ことでかえって漏えい等のリスクが高まる等、やむを得ず海外拠点にデータを保存するクラウド

サービスを引き続き利用する場合）当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握し、犯罪

事実確認記録等の情報管理のために〇〇等の必要かつ適切な措置を講じる。 
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